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第１章 総 則 

 

第１条  目的・適用 

１． 高槻市 都市創造部 公園課・公共建築課が発注する『グラウンド・ゴルフ場整備工事』の

土木工事に係る工事請負契約書及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図

るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るものである。

発注者と受注者は各々対等な立場における合意に基づいて、信義に従って誠実にこれを履

行することを目的とする。 

２． 本特記仕様書は、本工事（土木工事）に係る特記事項を定めたものである。 

３． 建築工事（建築・電気設備・機械設備）に係る仕様書については、設計図面を参照のこと。 

 

第２条  基本的事項 

１． 本工事の施工（土木工事）にあたっては、本特記仕様書並びに大阪府都市整備部監修の土

木工事共通仕様書（以下、「共通仕様書」）・土木請負工事必携（以下、「請負必携」）・土木

工事施工管理基準（以下、「施工管理基準」）の定めに従うほか、国土交通省都市局公園緑

地・景観課監修の公園緑地工事共通仕様書、公園緑地工事施工管理基準等の定めによるも

のとする。 

２． 現場管理及び施工管理（品質・出来形・写真）については上記基準類を遵守して行い、こ

れに無い場合は市監督職員と協議して行なうこと。その他の項目においては、市監督職員

と協議の上、必要に応じて実施するものとする。 

３． 本特記仕様書に記載のない事項については、市監督職員と協議の上、決定するものとする。 

４． 設計図書及び見積参考図書は「共通仕様書」によるものとし、見積参考資料とは、設

計図書（位置図、入札等説明書、特記仕様書、設計図面、数量総括表、質疑応答回答

書）以外の資料をいう。見積参考資料及び設計図書中に「参考」と表記された項目は、

あくまでも入札参加者の適正・迅速な見積りに供するため、発注者が想定した設計積

算の内容を参考に示した資料にすぎず、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

このため、施工方法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受

注者がその責任において定めるものとし、工事の施工にあたってはこの趣旨を十分理

解し、事故発生等を招かないよう、その防止措置に留意しなければならない。 

 

第３条  事前調査・準備・規制等 

１．受注者は、工事着手前に事前調査、測量、設計図書を照査し、設計図書に差異がないかを

確認すること。差異があった場合は、必ず市監督職員と協議の上、着手すること。 

２．受注者は、施工に先立ち工事現場またはその周辺の一般通行人等が見やすい場所に、工事
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名、工期、発注者名および受注者名等（高槻市工事表示板設置要綱による）を記載した標

示板を設置し、工事完成後は速やかに標示板を撤去すること。 

 ３. 工事を施工する上で必要な準備作業における現場作業（標示板、標識、保安燈、防護柵（仮

設フェンス・仮設キャスターゲート）、工事用バリケード、照明灯、架空線等事故防止対策

簡易ゲート等の安全施設類の設置・撤去・補修、粉塵作業の予防対策、その他安全用品等

の費用、雑草木の伐開・除根・除草、整地、すりつけ等、休憩所等）については、建設工

事積算基準書（大阪府都市整備部）に則り、準備費として共通仮設費率に含まれている。 

４. 本工事前（令和 8年 9 月頃）まで既存建築物等の解体除却工事を実施している。解体除却

工事での整地高さと発注図に記載の現況敷地高さに変更がある場合がある。敷地造成工に

ついては、本工事の着手前に、現況の地形を測量し、設計図書と差異がないかの確認を行

い、その結果を発注者へ報告すること。 

５. 水路改修及び汚水管設置については、水道本管に近接して既存水路の取り壊しや掘削を行

うため、事前に高槻市水道部と立会を行い埋設位置等の確認を行うこと。また、上空架空

線等もあることから、必要に応じ関西電力等に協議を行うこと。 

６．本工事の敷地上空に高圧送電線がある。大型重機（バックホーやクレーン等）の使用につ

いては関西電力へ必要な手続きを行うこと。 

７．本工事の一部対象地は、埋蔵文化財包蔵地であることから、事前に本市、歴史にぎわい部

歴史文化財室（以下「歴史文化財室」）に施工方法等について、説明すること。なお、施工

にあたり歴史文化財室担当職員の立会が求められる場合は文化財調査を優先すること。 

 

第４条  施工計画 

１． 受注者は、契約締結後 30 日以内に施工計画書を作成し、市監督職員に提出してから工事

に着手しなければならない。また、必要に応じて所轄関係機関へ必要な届出を遅滞なく行

うこと。 

２． 現場内規則の周知、資機材の管理等に十分に留意し、作業順序、安全管理等を明記した作

業手順書を作成し、労働安全衛生規則に従い教育を行うこと。 

３． 受注者は、共通仕様書に示された内容かつ、労働安全衛生法等の法令に則り、作業順序、

安全管理等を明記した作業手順書が記載された施工計画書を作成すること。 

４． 受注者は、施工計画書の内容に変更が生じた場合には、当該工事に着手する前に変更に関

する事項について、変更施工計画書を市監督職員へ提出すること。 

 

第５条  調整・協議等 

１．工事現場における地元への工事説明 

 受注者は、工事名、工事内容、連絡先等を記した工事説明書（工事のお知らせ）を作成

し、近隣自治会・住民等へ、当該工事説明書を配布する等、工事の説明を実施すること。
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工事説明書の内容については、あらかじめ市監督職員の了解を得ること。本工事について

は、通行止めや仮設道路（迂回路）を想定しているため工事着手前に地元説明会を行う予

定である。 

 また、受注者は、工事現場作業員に対し、工事内容及び事業目的等を周知すること。 

必要に応じて週間工事予定表、資機材搬入、時間外作業、休日作業や進捗報告等、近隣

自治会・住民等への月々の報告を受注者において実施すること。内容については、あらか

じめ市監督職員の承諾を得ること。 

なお、地域住民等から施工に関する苦情、要望に対しては、終始誠意をもってその解決

に当らなければならない。 

２． 関係官公庁等との協議 

 道路使用許可、施工承認等（水路改修、汚水管設置、仮設道路、舗装復旧、給水管引込（建

築工事）など）の必要な各協議・申請書類作成等は受注者で行い市監督職員の承認を得て、

受注者において提出すること。 

また、本市が行う関係官公庁等との施工協議等の説明資料及び申請書類等を作成するとと

もに、必要に応じて協議に同行すること。 

受注者は、本工事を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は遅滞な

く行うこと。その際の費用は受注者の負担とする。なお、受注者が関係官公庁等から直接交

渉を受けた場合は、遅滞なくその旨を市監督職員に報告し、協議すること。なお、給水管引

込工事（建築工事）における加入金・検査手数料は本市において支払いを行うため、必要な

手続き資料ができ次第、監督職員に承諾を得てから申請を行うこと。 

３． 周辺工事 

 本工事と隣接し新名神高速道路の建設中である。本工事敷地内への出入口は主として新名

神高速道路工事ヤードからとしており、工事ヤードを管理している新名神高速道路の施工会

社と受注者間で連絡調整を密に行うこと。また、関連する連絡調整協議会へ参加すること。

（調整会議 1 回/月程度、週間工程会議 1 回/週）また、休日等に作業を行う必要がある

場合は、事前に連絡調整協議会と調整し指示を仰ぐこと。 

本工事の工事用進入路は、主として国道 171 号から新名神高速道路建設用の工事用通路を

使用する。通行に関してのルール等については NEXCO 等の指示に従うこと。 

 

 

第６条  作業時間 

１． 作業時間は昼間施工を基本とする。但し、舗装本復旧や仮設道路から現道への切り替え工

事等については夜間施工で考えている。 

２． 始業前のエンジンの稼動、砂埃を巻き上げる様な行為、大声を出しての作業等は、地元住

民への迷惑となるので、絶対にしないように教育・指示しなければならない。 
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 ３．時間外作業が必要な場合（重量物の資機材搬入等）については、近隣住民への事前連絡を

徹底すること。 

４．休日に工事を行う場合は、事前に休日作業承諾書を市監督職員へ提出し承諾を得ること。 

 

第７条 工事用地 

１． 受注者は、発注者から使用承認あるいは、提供を受けた工事用地等について、善良なる受

注者の注意をもって維持・管理するものとする。 

２． 受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上、受注者が必要とする用地について

は、自ら準備し確保するものとする。この場合において、工事の施工上受注者が必要とす

る用地とは、営繕用地（受注者の現場事務所、宿舎、駐車場等）及び型枠または鉄筋作業

場等専ら受注者が使用する用地並びに構造物掘削等に伴う用地等をいう。 

  

第８条  施工体制台帳 

１． 受注者は、工事を施工するために下請契約を締結した場合、法令に従って、下請契約の請

負代金額に関わらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを市監

督職員に提出すること。 

２． 受注者は、施工体制台帳の作成とともに、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体

系図を作成し、法令に従って、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げ

るとともに、その写しを市監督職員へ提出すること。 

３． 受注者は、施工体制台帳および施工体系図に変更が生じた場合は、その都度、遅滞なく市

監督職員に提出すること。 

 

第９条  事故報告 

１． 受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合は、直ちに市監督職員に通報するとともに、

所定の様式にて事故発生報告書を作成し、提出すること。 

 

第１０条  工事完成図書 

１． 工事完成図書の取りまとめについては、共通仕様書に記載されている通りとするが、あら

かじめ市監督職員と協議の上、作成し提出すること。また、工事完成図書等において作成

した図面や工事写真等については、オリジナルデータ及び PDF データとして CD-R 等を用い

て提出すること。 

＜例＞ 

・ 施工計画書（当初、変更） 

・ 施工体制台帳（当初、変更） 

・ 工事打合せ簿（指示、協議、通知、承諾、提出、報告、届出、その他） 
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・ 工事履行報告書（工事月報）、実施工程表 

・ 工事週報（週間工程表） 

・ 休日作業承諾書 

・ 出来形成果表 

・ 出来形図 

・ 工事事前測量報告書 

・ 工事写真（工種、ダイジェスト） 

・ 品質管理（コンクリート、ミルシート、各種品質関係等） 

・ 安全関係（安全日誌、安全管理週報、KY 活動、安全協議会、安全教育・訓練等） 

・ 環境関係（建設副産物管理、COBRIS 等） 

・ 材料関係（材料集計、納品伝票、材料承諾書） 

・ 交通誘導員集計 

・ 建設業退職金共済制度関係 

・ CORINS 登録確認書 

など 

第２章 施工管理 

 

第１条  施工管理・安全管理等 

１．  受注者は、工事の施工にあたっては、施工計画書に示される作業手順に従い施工し、品

質及び出来形が設計図書に適合するよう、十分な施工管理を実施すること。 

２．  受注者は、工事期間中、現場内及び周辺の整理整頓に努めること。 

３．  受注者は、現場内規則の周知、資機材の管理等には十分に留意し、労働安全衛生規則に

従い、工事現場作業員への教育を十分に図った施工管理を行うように努めること。 

４．  使用機械等においては、現場状況および設計図書を熟知した上で、環境に配慮した環境

負荷の少ない建設機械を選定し、施工すること。 

５．  標識類、防護柵等の安全施設類については、現場条件に応じて配置すること。また、市

監督職員から指示があった場合は速やかに設置し、対応すること。 

６．  安全対策として、交通誘導員を計上しているが、工事の内容・規模に合わせて、受注者

の責において適正に配置を行うこと。また、休日等の不稼働日の交通誘導員については、

共通仮設費率に含まれている。 

７．  現場内でのヘルメットや安全靴の着用はもちろん、高所作業での墜落制止用器具や親綱

の使用等、安全管理は関係法令に従い、厳正に行うこと。 

８．  通勤等の車両については、路上駐車を行わないこと。駐車スペースについては、受注者

において確保すること。 
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９．  資機材等の運搬に用いる車両は決められたルートを通行し、積荷の落下や過積載等のな

いよう厳重に管理を行うこと。運送会社等にルート図を配布し通行ルートやルール等を厳

守させること。また、近隣住民の迷惑となるような行為や、不法改造トラックの使用並び

に現場内への持ち込みは受注者の監督のもと行わないこと。特に、運搬ルートで使用する

公道上で、時間調整等のための一時停車は行わないこと。 

 

第２条  周辺構造物の保護等 

１． 受注者は、工事箇所およびその周辺にある構造物に対して、支障を及ぼさないよう必要な

措置を施さなければならない。地下埋設管、架空線、既設構造物等について、事前に位置

等の調査および必要に応じ協議、立会い依頼を行うこと。また、施工中に損傷させた場合

には、直ちに市監督職員及び当該管理者に報告を行い、指示に従い適切な処置を行うこと。

なお、復旧に掛かる費用については、受注者自らの負担において行うこと。 

２． 工事の施工にあたって予想される架空線、地下埋設物件（電気、ガス、NTT、上水道、下

水道など）は、当該管理者と現地立会の上、当該物件の位置、深さ等を確認し、事故防止

対策について協議を行った上で、工事を行うこと。 

３． 受注者は、設計図書に基づき、地下埋設物企業体及び監督員の指示した法線、測量基準点

を基に地下埋設物の確認を行い、必要に応じで監督員とともに各埋設物管理者と協議を行

うこと。 

４． 工事中における緊急活動を円滑にするため、事前に各関係連絡先の連絡体制を掌握してお

き、緊急時連絡体制として工事関係者に周知させておくとともに工事用事務所内に大書し

貼っておくものとする。 

 

第３条  市監督職員による確認および立会 

１． 市監督職員の行う段階確認および立会においては、現場代理人または主任技術者、もしく

は、あらかじめ市監督職員の承諾を得た者が臨場の上、確認を受けなければならない。 

２． 本工事を担当する市監督職員の氏名は、別途通知する。 

 

第４条 造成工、置換工、軟弱地盤対策工（下水道等整備、グラウンド・ゴルフ場等整備共通） 

１． 掘削は、むやみに路床面を乱さないように行うこと。 

２． 盛土（路床盛土）については適切な層厚管理を行うととともに締固めを行うこと。 

３． 不足する盛土材については、クラッシャーラン C-40 としている。 

４． 仮設道路の盛土については、路肩などに変状が発生しないように適切に締固めを行うこと。 

５． 置換砕石は 1 層の仕上がり厚が 20cm 以下になるように各層ごとに締固めを行うこと。砕

石は C-40 とする。 

６． コマ型基礎ブロックの施工については、床付け面及びコマ型基礎ブロック施工後にキャス
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ポル等を用いて地盤の支持力を確認し、その結果をまとめた地盤調査結果報告書を発注者に

提出すること。なお、限られた施工期間での地盤調査となるため、各構造物の施工時期にあ

わせて、適時、調査を行うこと。（水路改修道路下 1 箇所、グラウンド・ゴルフ場内 2 箇所、

重力式擁壁 1 箇所、プレキャスト擁壁 1箇所を想定している） 

７． コマ型基礎は筏鉄筋でズレ等がでないように連結すること。また、中詰め砕石を適切に締

め固めること。 

第５条 作業土工（下水道等整備、グラウンド・ゴルフ場等整備共通） 

１． 床掘は、設計図書に示した工事目的物の深さまで掘り下げるとともにむやみに床付け面を

乱さないことと不陸が生じないように仕上げること。 

２． 埋戻しは、埋戻しに使用する発生土に樹木の根やコンクリート殻等の廃棄物が混ざってい

る場合はその都度除去すること。1 層の仕上がり厚が 30cm 以下になるように各層毎に締固め

を行うこと。また、埋戻し時に降雨等による滞水や湧水がある場合適切に排水を行い施工す

ること。 

３． 構造物周囲の埋戻しを行う際、偏土圧が作用しないように注意すること。 

４． 施工後の構造物周囲の沈下がないように十分な締固めを行うこと。 

５． 市道 301 号線下の水路改修及び汚水排水管設置、プレキャスト擁壁等についてはたて込み

簡易土留めでの施工としている。また、既設汚水桝 M.0 から新設 M.2 までの区間については

アルミ矢板での土留めとしている。各工法の基準に則り適切な腹起しの設置や切梁（ジャッ

キ等）の設置を行うこと。掘削中は、掘削面の異常隆起などがないか注意すること。 

６． ボックスカルバート、汚水管施工における床掘をする際、既設の水道本管（高槻市水道本

管、大阪府営水道本管）が隣接する箇所があるため損傷等に注意すること。 

 

第６条 擁壁工（下水道等整備、グラウンド・ゴルフ場等整備共通） 

１． プレキャスト擁壁は道路との敷地境界を確認し施工を行うこと。 

２． 境界工B2型については、水道部敷面仕上がり高さを確認し擦り付け勾配を設定すること。 

３． 重力式擁壁は、西側園路との敷地境界を確認し施工を行うこと。 

 

第７条 排水構造物工・排水設備工（下水道等整備、グラウンド・ゴルフ場等整備共通） 

１． 本工事で使用する RC ボックスカルバートは、耐震性能 L１及び L２対応であり継手構造は

F 型（ゴムリング）とする。ボックスカルバートの選定にあたっては JSWAS A-12 に登録さ

れている製品とし、材料承諾書とともに監督員の指定する条件下での耐震計算書を提出し、

承認を得ること。 

２． ボックスカルバートのフランジ連結部については、緩みがないように緊結すること。 

３． ボックスカルバートと接続する各種既存排水管や新設接続管を適切に接続すること。図面

に示されていない排水管が出てき場合は速やかに監督職員へ報告し協議すること。 
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４． 農地と接続する農業用排水管については、農地地権者と立ち合いを行い位置や構造を確認

すること。 

５． 汚水排水管については図面に示す排水勾配を確保すること。 

６． 汚水排水管、小型マンホールについては高槻市仕様に基づき施工を行うこと。また、排水

設備に係る制限行為の許可（変更）申請書、工事計画確認申請書や工事完了届等について受

注者（高槻市排水設備等指定工事店）にて作成し、監督職員の確認を受け下水河川企画課へ

提出すること。また、下水河川企画課の検査を受けること。敷地内の雨水排水設備及び汚水

排水設備（建築工事）については、排水設備等計画確認申請を行い、施工後に完了検査を受

けること（高槻市排水設備等指定工事店が申請する必要あり）。なお、工事に関わる諸手続

き及び申請については、受注者にて行うこと。 

７． グラウンド・ゴルフ場敷地と道路境界に設置する道路用の自由勾配側溝は、スリット入り

のものを使用すること。グラウンド・ゴルフ場入口部は横断タイプのものとする。 

８． グラウンド・ゴルフ場内に設置する雨水排水管や暗渠排水管は適切な勾配を確保し、逆流

や滞留がないように施工すること。 

 

第８条 構造物撤去工、撤去・移設工（下水道等整備、グラウンド・ゴルフ場等整備共通） 

１． 構造物取壊しの際は、騒音対策としてコンクリート圧砕機又は騒音を抑制できる機械を用

いて作業すること。 

２． 取壊したガラ等については、建設副産物として関係法令に則り、マニフェストを発行し、

適正に処分すること。また、処分の際には、重量測定（計量）を実施し、数量の管理を行い、

完成時に提出すること。 

３． 撤去ガラ数量について増減があった場合は、発注者と協議するものとする。 

４． 構造物取壊し時、周辺施設に影響や損傷しないように注意すること。 

５． 構造物取壊し時、破砕片等の飛散による第三者への危害防止対策を講ずること。 

 

第９条 植栽工（グラウンド・ゴルフ場等整備） 

１． 土性改良については、適切な配合で改良を行うこと。 

２． 樹木、芝生の植樹等が適正な時期に施工できるように工程を計画し、管理すること。 

３． 植栽の配置計画については図面の通りとする。 

４． 本工事は枯保障（高木植栽・中低木植栽・地被類・芝生）を見込んでいる。新植する高木、

中低木、地被類が工事完成引渡し後２年以内に植栽した時の状態で枯死または形姿不良とな

った場合は、当初植栽した樹木と同等またはそれ以上の規格のものに植替えなければならな

い。なお植替えの時期については発注者と協議すること。干害、塩害、風水害等に起因する

ものであっても、立ち枯れの状態のものについては、前述を適用する。樹木等の枯死または

形姿不良の判定は、受発注者が立会いの上、行うものとする。 
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第１０条 給水設備工（グラウンド・ゴルフ場等整備） 

１． 本管からの引込は建築工事とする。 

２． 自動潅水施設工については、メーカー仕様に基づき適切に施工を行うこと。また、試験運

転を行い、ドリップチューブからの潅水が全長に渡って行われているか、潅水時間の設定

が適切にできているかなど確認すること。 

３． 各給水管は接続部からの漏水がないように適切に接着を行うこと。必要に応じて、接続部

材は透明管等を用いること。 

 

第１１条 園路広場整備工・舗装工（下水道等整備、グラウンド・ゴルフ場等整備共通） 

１． 各種舗装は雨水が溜まらないようにすること。 

２． アスファルト舗装仮復旧は、段差等が生じないように施工を行うこと。本復旧までの期間

に段差や極端な水たまり等ができる場合はその都度、補修を行うこと。 

３． 道路のアスファルト舗装本復旧で使用するアスファルト混合物は再生密粒度 20 とする。

また、本復旧については、夜間施工で考えている。 

４． アスファルト舗装に関し、土木工事施工管理基準の品質管理基準にも明記されているとお

り、「現場密度の測定」、「温度測定」等を行うこと。また出来形管理として、本市が指定す

る位置のコア採取を行い、厚みを測定し記録を提出すること。 

５． 透水性インターロッキング舗装-1 は配置角度や配色について監督職員と協議の上決定す

ること。 

６． 各種インターロッキング舗装材はカタログのほか見本品を提出すること。 

７． 透水性コンクリート舗装（パーミアコン）については、メーカー仕様に基づき適切に目地

等を設けること。 

８． 見切り材は舗装面へ飛び出ないように施工すること。 

９． 階段-1～4 は階段形状のベンチである。専用塗装を行う前に適切な下地処理を行い、極端

な凹凸や欠け、打ち継ぎ目、鋭利な状態をなくすこと。 

１０．視覚障がい者誘導点字シートについては、都市公園の移動円滑化ガイドライン、大阪府福

祉のまちづくり条例等の仕様書を確認し、設計図書と現地を照査すること。 

 

第１２条 サービス施設整備工・管理施設整備工（グラウンド・ゴルフ場等整備） 

１． コンクリートベンチは階段 1～4 と同様に、専用塗装を行う前に適切な下地処理を行い、

極端な凹凸や欠け、打ち継ぎ目、鋭利な状態をなくすこと。 

２． フトン籠門壁-1，2 については、フトン籠がゆがんだりしないように施工すること。中詰

め用の石材はサビロックとし、見本品を提出すること。 

３． フトン籠門壁-1、施設名板サイン-1の施設名称や書体については監督職員の確認を受け決

定すること。 
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４． 施設名板サイン-1の設置位置については、近接地に電柱の移設が予定されている。道路南

北から見て電柱に隠れない位置へ設置すること。 

５． 引戸門扉-3 のレール基礎については水が溜まらないように必要に応じて水切り等を設け

ること。 

６． 門扉-1 は室外機や分電盤との干渉しない位置に設置すること。 

 

第１３条 建築施設組立設置工（グラウンド・ゴルフ場等整備※建築工事は別途） 

１． 折畳み式テントは、適切なアンカー材で固定を行うこと。 

 

第１４条 グラウンド・コート整備工（グラウンド・ゴルフ場等整備） 

１． 人工芝は下地の開粒度アスコンまたは細粒度アスコンで専用接着剤貼り付け固定するこ

と。端部は特に剥がれないよう固定すること。 

２． ポイントマークとして設置する白色人工芝はスタート及びゴールの位置となる。認定コー

スとするため、設定した位置を測量し距離等に間違いがないか確認すること。 

 

第１５条 運搬・処分（下水道等整備、グラウンド・ゴルフ場等整備共通） 

１． 残土処理工は、ダンプトラックへの積込みの際、発生土にコンクリート殻等の廃棄物はそ

の都度除去すること。処分先については第 4章-第 2 条-10 による。 

２． 運搬処理工は、第 4 章-第 2 条による。コンクリート殻、アスファルト殻の処分は、大阪

府都市整備部が、令和 7 年度下半期建設廃棄物等受入価格に合致した受入等事業者として

公表している再資源化施設にて選定している。 

３． 仮設道路で使用する大型土嚢袋や撤去した塩化ビ二ル管、撤去したカラー舗装材は混合廃

棄物としての処分としている。適切な処理施設に処分を行うこと。 

 

第１６条 仮設工 

１． 施工範囲については、仮設フェンスやバリケード等で第三者が立ち入らないように処置を

行うこと。その費用は共通仮設費の率とする。 

２． 設置する工事用フェンス等については、強風等により飛散が無いような構造とすること。 

３． 交通誘導員を適切に配置すること。交通誘導員の配置は下記を想定している。 

・工事用出入口（NEXCO 工事ヤード境界など）各日 2 名 工事期間中常時配置（昼間） 

・市道 301 号線下水路改修 通行止めでの施工区間 8：00～20：00 各日 4 名（交代制） 

                        20：00～8：00 各日 4 名（交代制） 

・アスファルト本復旧、仮設道路～現道への切替時 各日 5名（夜間通行止め） 

・通行止め期間中の歩行者誘導、仮設道路への切替直後の徐行、建築工事での給水管引込、

自由勾配側溝施工時など各日 1～2名（昼間） 
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４． 水路改修において終日通行止めで施工をする区間についても、歩行者や自転車等の通行帯

は確保すること。施工時間帯は歩行者等の誘導として交通誘導員を配置すること。また、高

槻市立五領中学校の生徒の通学道路のため、登下校時は特に注意すること。 

５． 仮設道路は水道部敷地内を通行するルートを想定している。水道部施設の防護（仮設ガー

ドレール等）を適切に行うこと。また、水道施設の定期点検や非常時の給水栓等があり管理

車両の出入りがあるため、キャスタゲートなどで出入口を設けること。 

６． 水路改修時に農業用水として水路が利用できないため、畑の耕作用に仮設タンクを設置す

ること。（1 農地）また定期的に水の補給を行うこと。設置位置については、耕作者と立ち

合いのもと決定すること。 

 

第１７条 水道部敷内整備 

１． 水道部敷内への出入り口付近の標高が高く、市道上牧町 301 号線の横断勾配が急になって

いる状態である。出入口に設置する側溝や引戸門扉のレール基礎等を極力低い高さで設定

し横断勾配が緩和できるようにすること。 

２． 敷地内アスファルト舗装については、外周（北側以外）に設置する U型側溝に排水する勾

配とし水溜まりができない設定とすること。 

３． U 型側溝はインバートコンクリートで排水勾配を設け既設桝又は新設桝へ排水すること。 

４． 中央付近に流量計の盤や盤付近の地下にピットがある。また、水道本管等の地下埋設物も

あるため、事前に高槻市水道部と確認または立会を行うこと。 

 

第１８条 その他 

１． プレキャスト擁壁施工において撤去・復旧する既設ドレン管については、高槻市水道部の

仕様に基づき施工を行うこと。 

２． 現場内で駐車する際には、輪止め等を設置するなど、受注者による現場ルールを設定し、

逸走等による事故防止を図ること。 

３． 現場から一般道に出る際には、土砂を持ち出さないよう注意するとともに、道路等を汚損

させないこと。万が一、汚損させた場合については、直ちに清掃及び現況の復旧を行うこ

と。 

４． 現場周辺が住宅地であることから、土砂や資機材等の運搬に係る通行車両及び施工時の通

勤車両等の経路について地元自治会に説明を行うこと。 
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第３章 安全対策 

 

第１条  

１． 受注者は、歩行者及び一般車両等の通行を優先し交通安全の確保に努めること。 

２． 受注者は、道路法、道路運送車両法及び道路交通法の趣旨に基づき、資材運搬等に必要な

車両の諸元および運行について当該法律を遵守すること。 

３． 通勤車及び工事車両等については、受注者の責任において、検査、保険等の内容を確認す

ること。 

４． 受注者は、道路法に基づく通行許可（特殊車両通行許可制度）が必要な場合には、市監督

職員へ資料を提出し、確認を受けること。 

５． 受注者は、過積載防止について、その具体的内容を施工計画書に記載し、徹底した施工管

理を行うこと。 

６． 資機材等の運搬に用いる車両は、積荷の落下や過積載等のないよう厳重に管理を行い、決

められた運搬ルートを通行し、運搬ルート途中の公道上で時間調整等のために一時駐車を

行わないこと。また、近隣住民の迷惑となるような行為や、不法改造トラックの使用並び

に現場内への持ち込みは禁止とする。 

７． 本工事で、交通規制を伴う工事がある場合、規制は極力最小限で行えるよう施工計画を立

てること。また、規制内容（期間・迂回路など）については受注者において、隣接者及び

地元住民に事前周知し、了解を得ること。 

８． 交通誘導員については、通行人、車両の安全を確保できる人数を見込んで適切に配置する

こと。 

第２条  近隣安全管理 

１． 近隣住民対策については、市監督職員と相談の上、トラブルのないように十分配慮して施

工すること。 

２． 契約工期中、土曜日・日曜日・祝祭日・休日・夜間を問わず近隣住民から要望・苦情があ

れば直ちに対応処置すること。上記に関して施工計画書に記載し市監督職員に提出するこ

と。 

３． 工事車両のタイヤによる土砂の持出しや工事用地内からの土砂流出等で一般道を汚さな

いように対策を講じること。万が一、汚損させた場合については、直ちに清掃及び現況の

復旧を行うとともに、市監督員に報告すること。なお、清掃、復旧に掛かる費用について

は、受注者自らの負担において行うこと。 

４． 工事中の雨水排水は受注者において現地調査を行うとともに、施工に合わせて適切な排水

処理計画を行い、一般道への土砂の流出防止に努めること。万が一、汚損させた場合につ

いては、直ちに清掃及び現況の復旧を行うとともに、市監督職員に報告すること。なお、
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清掃、復旧に掛かる費用については、受注者自らの負担において行うこと。 

 

第３条  安全教育・訓練、災害防止協議会 

１． 本工事の施工に際し、現場に即した安全教育及び訓練について、作業員全員の参加により、

毎月、半日以上の時間を割当て実施すること。また、実施状況写真及び活動記録簿を整理

し、市監督職員に報告すること。 

２． 本工事の施工に際し、災害防止協議会を設置・運営し、協議会を開催することで連絡調整、

安全衛生意識の向上に努めること。また、実施状況写真および開催記録を整理し、市監督

職員に報告すること。 

 

第４章 環境対策 

 

第１条  騒音、振動 

１． 受注者は、「騒音規制法」、「振動規制法」、及び「高槻市公害の防止及び環境の保全に

関する条例」に基づき、特定建設作業届等の届出を遅延なく行うとともに、届出内容を書

面により市監督職員に報告すること。実施工においては、騒音・振動の低減に努め、規制

基準値内での施工を行うこと。また、届出内容に変更が生じた場合には、その都度、変更

に関する事項について遅滞なく届出を行うとともに、市監督職員へ報告すること。 

２． 受注者は、当該工事において以下に建設機械を使用する場合は、排出ガス対策型建設機械

を使用するものとする。また、施工現場にて使用する排出ガス対策型建設機械（ラベル）

が確認できる写真撮影を行い、市監督職員へ提出すること。 

（機種） 

バックホウ、トラクタショベル、ブルドーザ、発動発電機、空気圧縮機、 

油圧ユニット、ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ、ホイールクレーン等 

３． 受注者は、本工事の施工にあたっては、低騒音型建設機械を使用すること。また、施工現

場にて使用する低騒音型建設機械（ラベル）が確認できる写真撮影を行い、市監督職員へ

提出すること。 

４． 当該工事が住宅密集地に近接しての工事であるため、騒音、振動が発生し、住宅街に影響

を及ぼす恐れのある作業を行う場合、受注者の責において騒音計および振動計を準備し、

作業時の騒音・振動を測定しなければならない。 

 

第２条  建設副産物 

１． 再生資源利用計画 

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト
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混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき、再生資源利用計画を作成し、

施工計画書にその写しを添付して監督職員に提出しなければならない。 

また、受注者は、法令等に基づき、工事現場において再生資源利用計画を公衆の見やす

い場所に掲げなければならない。 

２． 受領書の交付 

受注者は、土砂を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に基

づき、速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。 

３． 再生資源利用促進計画 

受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木

材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等に基づき、

再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書にその写しを添付して監督職員に提出しなけ

ればならない。 

また、受注者は、法令等に基づき、工事現場において再生資源利用促進計画を公衆の見

やすい場所に掲げなければならない。 

４． 再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等 

受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する

場合は、工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染

対策法等の手続き状況や、搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることにつ

いて、法令等に基づき確認しなければならない。 

また、確認結果は再生資源利用促進計画に添付するとともに、工事現場において公衆の

見やすい場所に掲げなければならない。 

５． 建設発生土の運搬を行う者に対する通知 

受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、「1.再生資源利

用促進計画」に記載した事項（搬出先の名称及び所在地、搬出量）と｢3.再生資源利用促進

計画を作成する上での確認事項等｣で行った確認結果を、委託した搬出者に対して、法令等

に基づいて通知しなければならない。 

６． 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等 

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、法

令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項

が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員か

ら請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。 

７． 通知 

発注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 11 条」の規定により通知

を行わなければならないので、受注者は、契約後、遅滞することなく、再生資源利用計画

書及び再生資源利用促進計画書を市監督職員に提出すること。 
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８． マニフェスト 

受注者は、工事により発生した建設副産物（混合廃棄物、木くず、コンガラなど）は、

適切な産業廃棄物収集運搬・処理会社と契約し、マニフェストにより適切な管理を行うこ

と。 

受注者は、産業廃棄物の処理が適正に完了したことを証明するマニフェストを管理する

こと。廃棄物の種類毎に一覧表を作成し、マニフェスト（A・E 票）をコピーしたものを合

わせて、市監督職員へ提出すること。（電子マニフェストの場合も同様である。） 

９． 建設副産物の減量 

受注者は、本工事に搬入した建設資材等が廃棄物となる場合は、その廃棄物の再使用・

再生使用を図るために、現場において分別等を実施するなど廃棄物の減量化を図ること。 

１０． 建設発生土処分地について 

 本工事の発生土は、大阪府都市整備部が、令和 7 年度下半期建設発生土受入価格及び再生

土販売価格調査仕様書に合致した受入等事業者として公表している再資源化施設に運搬する

ものとする。これにより難い場合が生じたときは、監督職員と協議し、近隣の公的受入地へ

の搬入を検討すること。また、公共工事間流用が可能となった場合や公的受入地へ変更とな

った場合、処分費等に関して設計変更の対象とする。 

 

第３条  騒音、粉塵災害の防止 

１． 受注者は、施工中に発生する騒音や粉塵、雨水処理については、養生シート、仮囲い、仮

排水等の対策を行い、近隣への影響が最小限となるよう配慮すること。特に施工中の雨水

の処理には十分な計画を行うこと。万が一、道路、住宅街、既設管渠（側溝、下水管、水

道管等）や河川に影響を与えた場合は、速やかに対応するとともに、市監督職員に報告の

上、対応を協議すること。 

２． 受注者は、当該工事が住宅密集地に近接した工事であるため、粉塵対策として、必要に応

じて散水など適宜実施すること。なお、これらの費用については、安全費として共通仮設

費率に含まれている。 

 

第４条  高槻市環境マネジメントシステム 

１． 受注者は、高槻市環境マネジメントシステム及び「公共工事における環境配慮計画書」の

内容を十分に理解し、これを遵守して施工を行うこと。 

２． 受注者は、本工事の施工に際して、環境に配慮した公共土木工事を推進するため、本設計

書に示すとおり環境負荷の少ない建設機械の使用、リサイクル材の活用、建設副産物のリ

サイクル等を徹底すること。なお、型枠材の使用については国内産または間伐材の利用を

推奨する。 
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第５章 使用材料及び品質管理 

 

第１条 再生資材コンクリート 

１． 本工事に使用するコンクリートのセメントの種類は、無筋・鉄筋構造物で、特別に記載が

ある場合を除き、高炉セメント B 種を使用するものとする。なお、その他のセメントを使

用したい場合は、あらかじめ市監督職員に承諾を受けること。ただし、設計変更の対象と

はしないものとする。 

 

２． 本工事に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリートについては 55％以下、

無筋コンクリートについては、60％以下とする。ただし、水セメント比の上限値の変更に

伴い呼び強度を変更する場合は、設計変更の対象とはしないものとする。 

 

３． 本工事で使用するレディーミクストコンクリートは、JIS マーク表示認証工場であり、ま

た土木学会標準示方書に明記された「全国統一品質管理監査制度」の監査に合格した工場

の製品を使用すること。 

 

４． コンクリートの養生については、通常の施工方法としているが、寒中コンクリートとして

の施工を行う必要がある場合には、コンクリートの配合、強度、構造物の種類、断面の厚

さ、外気温度等を考慮してその方法及び期間、養生温度等を計画して、市監督職員と協議

するものとし、設計変更の対象とする。 

  

第２条 再生資材 

１． 本工事において、指定するものを除き、構造物の基礎材には再生クラッシャーランを使用

するものとする。※農地及びため池が近くにあるため、連続的または広範囲で敷設する砕

石についてはクラッシャーラン（C-40 など）を使用するものとする。 

※再生骨材は、木屑、紙、プラスチック、れんが、陶器等の混入物を有害量含んではなら

ない。 

第３条  その他 

１． 使用する鉄筋やボルト類などの鋼材は強度試験報告書やミルシート等を提出すること。 

２． 使用材料は JIS 規格の制定されているものを使用し、規格外を使用する場合、その規格品

質は同等品以上でなければならない。同等品以上とは、市監督職員が承諾する試験機関の

認めたもの、もしくは市監督職員が承諾したものをいう。 
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第６章 その他 

 

第１条  配置技術者 

１． 主任技術者又は監理技術者については、本工事の競争参加資格確認申請書に記載された配

置予定技術者を契約期間中当該工事の現場に配置（専任・非専任については建設業法によ

る）しなければならない。 

 

第２条  社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン 

１． 受注者は、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」に従い、元請企業及び下請

企業がそれぞれ負うべき役割と責任を明確にし、建設業における社会保険の未加入対策に

ついて、取り組むこと。 

２． 下請企業の保険加入状況を把握することを通じて、適正な施工体制の確保に資するため、

施工体制台帳及び再下請負通知書の記載事項に健康保険等の加入状況を追加すること等を

内容とする建設業法施行規則が改正されている。本工事においても、例外なく適用される

ので、所定の様式にて施工体制台帳の作成に取り組むこと。 

３． 受注者は一次下請負者の社会保険等の加入状況を把握し誓約書を提出すること。 

 

第３条 その他 

１． 本特記仕様書に記載のない事項については、市監督職員と協議の上決定するものとする。 

２． この工事は高槻市週休 2日工事実施要領に基づき施工するものとする。 

３． 本工事は、国庫補助事業であるため、施工に当たっては、現場管理・品質管理・安全管理

を十分配慮して行い、会計検査の対象になった場合には、発注者の指示に基づいて資料の

提出及び現場対策を行うものとする。 

４． 設計変更を行う場合は、内容確定に必要となる図面、数量、書類等の作成について、協力

すること。 

５． 汚水排水工・雨水排水工（ボックスカルバート）については、監督職員が指定する様式等

で下水道台帳及び竣工図等を作成し、高槻市都市創造部下水河川企画課へ提出すること。

なお、設計図面での標高表記は TP表記としているが、下水道台帳では OP表記に修正する

こと。（OP表記に換算する場合は、TP+1.3m として計算すること。） 

６． 給水管引込工事（建築工事）については、給水装置工事申込書等を、受注者（高槻市指定

業者）において作成し、監督職員の確認を受け高槻市水道事業管理者へ提出すること。 

７． 水路改修工事については令和 9 年 3 月 31 日までに完了させることとし、着手前までに地

元実行組合及び水路より給排水を行っている隣接する田畑の耕作者と協議を行い、工事中

の農業車両の搬入出方法や水の供給方法等を決定すること 


